
令和７年５月２７日適用 

長期優良住宅認定申請の災害配慮基準における各区域について 

●長期優良住宅法第６条第１項第４号基準のとおり、災害の危険性が特に高い区域（エリア）については、長期優良住宅

の認定をしません。 

●参考（安城市内における各区域内の状況について） 

区域名 災害配慮基準における 

安城市内の各状況 

確認方法等 

（※詳細は各所管課に確認） 

地すべり防止区域 なし ― 

急傾斜地崩壊危険区域 なし ― 

土砂災害特別警戒区域 あり（城ヶ入町及び姫小川町の一部） マップあいち 

災害危険区域 なし ― 

津波災害特別警戒区域 なし（※当面の間なし） ― 

浸水被害防止区域 なし（※当面の間なし） ― 

洪水浸水想定区域 あり マップあいち 

雨水出水浸水想定区域 あり 令和７年５月２７日公表 雨水出水浸水想定区域図 

（安城市土木課ＨＰ）※令和７年度中にハザ

ードマップへ掲載予定 

高潮浸水想定区域 あり 安城市水害ハザードマップ 

土砂災害警戒区域 あり（城ケ入町及び姫小川町の一部） マップあいち 

津波災害警戒区域 あり マップあいち 

 

●必要な措置等に該当する区域においては、下記を参考に維持保全計画書を作成してください。                         

維 持 保 全 計 画 書 （ 30 年間 ）【参考】 

～省略～ 

留意事項： 

 ○★は地震や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。 

 ○各点検において、劣化の状況に応じて適時維持保全の方法について見直すものとする。 

 ○点検結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行う。 

 ○長期優良住宅建築等計画に変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。 

 ○土砂、津波及び浸水被害後においても、泥出し･洗浄･乾燥･消毒等を行い、良好な状態で使用するための維持保

全を行うものとする。 

一例として表記しています 


